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２項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則 

 

（平成 2４年３月２９日付け国土籍第５６９号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知） 

最終改正：平成 28 年 8 月 25 日国土籍第 131 号 

 
 

１．総則 

（１）目的 

この細則は、２項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成２４年３月２９日

付け国土籍第５６８号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知）（以下「２項委託の

工程管理・検査規程」という。）に基づく管理及び検査の実施に際して、その基準を統一し

て、必要な精度又は正確さを確保することを目的とする。 
 

（２）工程管理及び検査の時期 

委託者及び受託法人が行う工程管理及び検査は、原則として、工程管理にあっては各工程

小分類の作業の終了後、検査にあっては各工程大分類の作業の終了後速やかに実施するもの

とする。ただし、認証を行う者（以下「認証者」という。）の検査については、連続する工

程大分類をまとめて実施することができるものとするが、一筆地測量における辺長検査は、

原則として閲覧前に実施するものとする。 

また、やむを得ない事由により、管理又は検査の終了を待たずに後続作業を行う場合は、

工程管理者又は検査者の承認を得なければならない。 
 

（３）工程管理又は検査の記録 

受託法人が工程管理又は検査を実施する場合は、Ａ工程及びＢ工程を除き、工程管理の記

録又は検査の記録を作成するものとする。 
 

（４）自己点検等の徹底 

自己点検は、地籍調査の成果が所定の精度を保ち、かつ、記録の記載又は表示の誤り等を

防止するために行うものである。したがって、作業者は、工程小分類等の作業を終えたとき

は、速やかにその記録及び成果の全数点検を行うものとし、作業者は鉛筆による検符、主任

技術者は赤インクによる検符を行うものとする。 

また、受託法人が地籍調査の作業を再委託した場合にあっては、再委託先の作業者の自己

点検（鉛筆による検符）から受託法人による工程管理の点検までの間に、再委託先の主任技

術者が自社点検（赤インクによる検符）を行うものとする。 
 

２．工程管理 

（１）工程管理者の選定 

工程管理者は、原則として作業者及び主任技術者を兼ねることはできない。 
 

（２）作業体制、作業方式等の変更 

工程管理者は、地籍調査作業規程準則（昭和３２年総理府令第７１号。以下「準則」とい

う。）及び同運用基準（平成１４年３月１４日付け国土国第５９０号国土交通省土地・水資

源局長通知。以下「運用基準」という。）の規定の範囲内において、作業体制や作業方式等

の変更を作業者等に指示できるものとする。ただし、その変更が準則に定めのない方法によ

る場合には、当該指示の前に準則第８条の規定による承認を受けるものとする。 
 

（３）工程管理者の点検 

受託法人の工程管理者は、観測手簿や精度管理表等の成果品の数値の点検や個々の記載内

容の照合、確認を行うものとする。 
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また、点検箇所には、電磁的記録を除き緑インクによる検符を付すものとする。 

なお、委託者の工程管理者は、受託法人の工程管理者による点検結果を確認し、必要に応

じて適時適切に指示するものとする。 
 

（４）実地確認 

受託法人の工程管理者は、点検測量実施点数（辺数）のうちの概ね３０％以上の点数（辺

数）について点検測量に立ち会うとともに、点検測量に関する観測簿、計算簿及び精度管理

表の全数について点検を実施するものとする。 

なお、点検測量の立ち会いを実施する点については、受託法人の工程管理者による無作為

抽出によるものとする。 

点検測量の立ち会いは、点検測量が概ね７０％終了した後に行うことを標準とするものと

する。ただし、現地の作業進捗状況等を勘案して、受託法人の工程管理者の判断により、点

検測量の進捗状況に関わらず立ち会いを行うことができるものとする。この場合、立ち会い

の実施後に行われる点検測量に関する観測簿、計算簿及び精度管理表の全数点検を実施した

ことをもって、実地確認が完了したものとする。 

 

３．検査 

（１）検査者及び受託検査者の選定 

検査者及び受託検査者は、原則として作業者、主任技術者及び工程管理者を兼ねることは

できない。 
 

（２）検査の内容 

受託検査者は、精度管理表等の成果品の数値の検査を行ったときは、電磁的記録を除き検

符を付すものとする。 

なお、電子納品する成果品は、地籍調査電子納品要領（平成１７年４月６日付け国土国第

１２号国土交通省土地・水資源局長通知）に基づき検査を行うものとする。 

また、電子媒体に格納された成果の配置・格納については、地籍調査成果電子納品チェッ

カー等により検査することができるものとする。 
 

４．抽出の方法 

（１）抽出の方法 

抽出は、可能な限り同一地域に集中しないように平均的に行うものとする。 
 

（２）抽出数 

抽出数は、小数点以下を切り上げて算出するものとする。 

なお、Ｅ工程及びＨ工程においては、全数の一定割合による抽出数が１０未満の場合は、

抽出数を１０以上とする。ただし、全数が１０未満の場合は、全数を対象とするものとする。 
 

（３）再点検又は再検査における抽出 

再点検又は再検査における抽出は、原則として当初の点検又は検査で抽出したものを除く

ものとする。ただし、点検又は検査に合格しなかったものについては、必ず、再点検又は再

検査を行うものとする。 
 

５．第三者機関による地籍調査成果品の検定 

第三者機関による成果品の検定は、地籍調査事業工程管理及び検査規程細則（平成１４年

３月１４日付け国土国第５９８号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知。以下「工程

管理及び検査規程細則」という。）の「５．第三者機関による地籍調査成果品の検定」に定

める基準を満たす機関によるものとする。 

また、次の（１）から（３）までに示す要目の受検を必須とし、これに加えてＡ工程及び
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Ｂ工程を除く工程については、後記６に規定する工程管理に係る要目も対象とすることがで

きるものとする。 

工程管理者は、受検した要目に係る工程管理を省略することができる。 

また、検査者及び受託検査者は、第三者機関の発行する当該成果品の検定証明書及び検定

記録書の記載内容の確認を行うものとし、この場合には、受検した要目に係る検査を省略す

ることができるものとする。 

なお、この場合にあっても、測量作業全体の精度の把握を行うため、精度管理表の確認を

行うことが望ましい。 
 

（１）Ｃ、Ｄ及びＰＣ工程 

① 観測及び測定（Ｃ４、Ｄ４及びＰＣ２） 

１％以上の観測簿の点検 

② 計算（Ｃ５、Ｄ５及びＰＣ３） 

１％以上の計算簿の点検 

精度管理表の全数点検 

③ 取りまとめ（Ｃ７、Ｄ７及びＰＣ５） 

網図の全数点検 

５％以上の成果簿の点検 

④ 受託法人検査（Ｃ８、Ｄ８、ＰＣ６） 

精度管理表の全数検査 
 

（２）ＦⅠ工程 

① 観測及び測定（ＦⅠ３） 

１％以上の観測簿の点検 

放射法における観測手簿・距離測定簿の全数点検 

② 計算（ＦⅠ４） 

１％以上の計算簿の点検 

精度管理表の全数点検 

③ 取りまとめ（ＦⅠ６）  

配置図の点検 

５％以上の成果簿の点検 

④ 受託法人検査（ＦⅠ７） 

精度管理表の全数検査 
 

（３）ＦⅡ工程 

① 観測及び測定（ＦⅡ２） 

１％以上の観測簿点検 

放射法における観測手簿・距離測定簿の全数点検 

単点観測法におけるセット間較差の点検及び座標計算の全数点検 

単点観測法における整合性の確認のための比較計算の全数点検 

② 計算及び筆界点の点検（ＦⅡ３） 

精度管理表の全数点検 

単点観測法における整合処理の適切性の点検 
 

６．工程管理及び検査の実施要領 

（１）Ａ工程 

全体計画の作成（Ａ１）及び関係機関との調整（Ａ２）においては、管轄登記所及び公物

管理者との十分な事前協議並びに国土調査法第１９条第５項指定対象事業との調整に特に留
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意するものとする（なお、括弧内の番号は、２項委託の工程管理・検査規程別表－１工程管

理及び検査の要目一覧表に示す工程小分類番号である。以下同じ。）。 

なお、Ａ工程における工程管理は委託者が行い、当該工程における作業を委託する場合は、

補助作業のみとする。 
 

（２）Ｂ工程 

実施組織の確立（Ｂ１）においては、「地籍調査室」等を設置して、適応の専任職員を確

保するとともに、研修の機会を設ける等して専任職員の養成に努めるものとする。 

また、委託先の選定（Ｂ３）においては、委託先として選定した者が仕様書等の契約関係

図書（以下「契約関係図書等」という。）に記載した要件を満たしているかを確認するもの

とする。 

さらに、趣旨の普及（Ｂ５）においては、準則第２条の規定に照らして、地元説明会、市

町村広報、パンフレットの配布等を十分に行うことにより、あらかじめ地籍調査の意義及び

作業の内容等を一般に周知させ、その実施について土地の所有者、その他の者の協力が十分

に得られるように努めるものとする。 
なお、Ｂ工程における工程管理は委託者が行い、当該工程における作業を委託する場合は、

補助作業のみとする。 

 
 

（３）Ｃ工程、Ｄ工程及びＰＣ工程 

Ｃ１、Ｄ１及びＰＣ１からＣ１０、Ｄ１０及びＰＣ８までの工程のうち、Ｃ１、Ｄ１及び

ＰＣ１からＣ８、Ｄ８及びＰＣ６については、受託法人が工程管理及び検査を実施し、委託

者は受託法人による作業の進捗状況や各工程小分類の点検結果を適宜確認するものとする。

Ｃ９、Ｄ９及びＰＣ７については委託者、Ｃ１０、Ｄ１０及びＰＣ８については認証者がそ

れぞれ検査を行うものとする。 
 

① 作業の準備（Ｃ１、Ｄ１及びＰＣ１） 

所定の期間内において効率的かつ確実に必要な作業を実施することができるよう、受託

監督者が中心となって工程計画を練り上げ、それを分かりやすい工程管理表に取りまとめ

るとともに、当該工程計画の円滑かつ適正な実施を確保するため、必要十分な作業体制の

確保、関係機関との事前調整等に努めるものとする。 

受託法人は、業務計画書等を委託者に提出し、作業体制、業務計画表及び測量機器等に

ついて工程管理表、運用基準別表第４及びその他契約関係図書等に照らして適切であるか

どうかの点検を受けるものとする。 
 

② 選点（Ｃ２及びＤ２） 

地籍図根三角点選点図又は地籍図根多角点選点図（以下「選点図」という。）は、地籍

図根三角点選点手簿、現地の状況が分かる写真等を資料として、新点及び多角路線の配置

が運用基準に照らして適正であるかどうかを点検するものとする。特に、新点の設置位置

については、標識の永久的な保全及び管理が可能な場所であるかどうかを点検し、不適当

なものについては再作業を行わせるものとする。 

地籍図根三角測量平均図又は地籍図根多角測量平均図（以下「平均図」という。）は、

選点図及び選点手簿等を資料として、網の構成が運用基準に照らして適正であるかどうか

を点検し、場合によっては再作成を行わせるものとする。 

また、網構成の適切性の検討に当たっては、国土地理院の意見を求めることができるも

のとする。 

なお、選点図及び平均図は、標識の設置前に確認することとする。 

平均図の点検終了後に変更協議があった場合は、良否を確認した上で承諾するものとす

る。 
 

③ 標識の設置（Ｃ３及びＤ３） 

当該測量の新点１点以上について、新点の標識の設置が適切に実施されているかどうか

を現地において立ち会いの上、点検するものとするが、設置する標識の規格の確認を兼ね
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て設置作業当初において立ち会いを実施することが望ましい。 

また、設置状況を記録した写真については標識の構造、写り具合等について全数点検す

るものとする。 
 

④ 観測及び測定（Ｃ４、Ｄ４及びＰＣ２） 

当該測量の観測手簿及び観測記簿（以下「観測簿」という。）の頁数の１％以上を抽出

して、その観測及び測定に使用した測量器機が運用基準別表第４及び業務実施計画書等に

照らして適正であるかどうか、観測簿の記載内容に誤記、誤読、誤算、脱落、観測又は測

定値の訂正、検符漏れ等がないか、観測及び測定結果が運用基準別表に規定する制限内で

あるかどうかを点検するものとする。 

また、地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例（平成２０年１０月

８日付け国土国第２６７号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知。以下「記載例」

という。）に照らして適正であるかどうかを点検するものとする。 
 

⑤ 計算（Ｃ５、Ｄ５及びＰＣ３） 

当該測量の計算簿の頁数の１％以上を抽出して、その計算結果について運用基準別表等

に照らして適正であるかどうかを点検するとともに、精度管理表の全数について、誤記、

誤算、脱落、検符漏れ等がないか、その記載内容が記載例及び運用基準別表等に照らして

適正であるかどうかを点検するものとする。 

なお、計算簿の計算結果の点検は実地確認における点検と併せて実施することができる

ものとする。 

電子基準点のみを与点とした場合は、Ｃ５、Ｄ５及びＰＣ３においてセミ・ダイナミッ

ク補正が適正に行われているかを点検するものとする。 
 

⑥ 点検測量（Ｃ６、Ｄ６及びＰＣ４） 

当該測量の点検測量の３０％以上については、現地において立ち会うとともに、点検測

量に関する観測簿等についてＣ４等に準じて点検し、点検測量値と採用値の比較結果を点

検するものとする。 

さらに、点検測量に関する精度管理表の全数について、Ｃ５等に準じて点検するものと

する。 
 

⑦ 取りまとめ（Ｃ７、Ｄ７及びＰＣ５） 

当該測量の網図の全数について、多角網の路線を示す辺及びその次数を示す辺の色、与

点、新点及び既設の図根点等の記号、名称並びにそれらの表示位置について、平均図と対

照しながら、その記載内容が記載例等に照らして適正であるかどうかを点検するものとす

る。 

また、成果簿の総頁数の５％以上を抽出して、網図及び計算簿と対照しながら、誤記、

脱落、検符漏れ等がないかどうか点検するとともに、その記載内容が記載例及び運用基準

別表等に照らして適正であるかどうかを点検するものとする。 
 

⑧ 受託法人検査（Ｃ８、Ｄ８及びＰＣ６） 

第三者機関による当該成果品の検定で発行される検定証明書及び検定記録書について、

その記載内容を確認するとともに、当該測量の精度管理表（点検測量を含む。）の全数に

ついて、誤記、誤算、脱落、検符漏れ等がないか、その記載内容が記載例及び運用基準別

表等に照らして適正かどうかを検査するものとする。 

また、当該測量の成果品（網図、成果簿等）の出来映えが、記載例及び運用基準別表等

に照らして適正であるかどうかを検査するものとする。 

さらに、工程管理の記録の全数について適正に実施されているかどうかを検査するもの

とする。 
 

⑨ 委託者検査（Ｃ９、Ｄ９及びＰＣ７） 

第三者機関による当該成果品の検定で発行される検定証明書及び検定記録書について、

その記載内容を確認するとともに、点検測量の精度管理表の全数について、誤記、誤算、
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脱落、検符漏れ等がないか、その記載内容が記載例及び運用基準別表等に照らして適正か

どうかを検査するものとする。 

また、当該測量の成果品（網図、成果簿等）の出来映えが、記載例及び運用基準別表等

に照らして適正であるかどうかを検査するものとする。 

さらに、工程管理の記録及び受託法人検査の記録の全数について適正に実施されている

かどうかを検査し、検定証明書及び検定の記録書について確認するものとする。 
 

⑩ 認証者検査（Ｃ１０、Ｄ１０及びＰＣ８） 

第三者機関による当該成果品の検定で発行される検定証明書及び検定記録書について、

その記載内容を確認するとともに、当該測量の精度管理表（点検測量を含む。）の全数に

ついて、誤記、誤算、脱落、検符漏れ等がないか、その記載内容が記載例及び運用基準別

表等に照らして適正かどうかを検査するものとする。 

また、当該測量の成果品（網図、成果簿等）の出来映えが、記載例及び運用基準別表等

に照らして適正であるかどうかを検査するものとする。 

さらに、工程管理の記録、受託法人検査の記録及び委託者検査の記録の全数について適

正に実施されているかどうかを検査するものとする。 
 

（４）Ｅ工程 

Ｅ１からＥ１２までの工程のうち、Ｅ１からＥ１０については、受託法人が工程管理及び

検査を実施し、委託者は受託法人による作業の進捗状況や各工程小分類の点検結果を適宜確

認するものとする。 

なお、Ｅ１１については委託者、Ｅ１２については認証者がそれぞれ検査を行うものとす

る。 
 

① 作業の準備（Ｅ１） 

測量機器についての点検を除き、Ｃ１等と同じ。 
 

② 作業進行予定表の作成（Ｅ２） 

Ｃ工程等の作業の準備において示した「工程管理表」を「作業進行予定表」として作成

するものとする。 

なお、この予定表の作成に当たっては、地籍調査推進委員会等の助言を参考にして、作

業計画の適切性の確保に努めるものとする。 
 

③ 単位区域界の調査（Ｅ３）、市町村境界の調査（Ｅ７） 

作業者による現地踏査の結果を勘案しながら、登記所地図等と地形図とを対照すること

により、単位区域界及び市町村の境界が適正に確認されているかどうかを点検するととも

に、不明確な箇所がある場合には、現地踏査、地元精通者の助言等によりその適正な確認

に努めるものとする。 

なお、市町村の境界の調査は、原則として単位区域界の調査と同時に行うとともに、受

託監督者は、関係市町村及び土地所有者等の立ち会い及び同意の状況を点検するものとす

る。 
 

④ 調査図素図等の作成（Ｅ４） 

調査前筆数の５％以上を抽出して、準則第１６条及び第１８条並びに、運用基準第８条

及び第１０条等に照らして適正かどうか、あわせて、登記所地図、土地登記簿、調査図素

図、地籍調査票等を照合し、調査図素図等における当該筆の所有者、地番、地目、地積、

境界、位置等の記載及び表示に誤りがないかどうかを点検するものとする。 

また、調査図一覧図の記載が、準則第１７条、運用基準第９条等に照らして適正かどう

かを点検するものとする。 
 

⑤ 現地調査の通知（Ｅ５） 

現地調査の通知文書の発送前に、現地調査の時期及び土地所有者、利害関係人等の把握

の適切性を点検するものとする。 
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また、住所不明所有者等の調査、処理の適切性を点検するものとする。 
 

⑥ 標札等の設置（Ｅ６） 

筆界標示杭は、毎筆の土地の筆界点に隣接土地所有者等と協議の上、現地調査の着手ま

でに設置するものであるが、その設置に当たっては、事前に土地所有者等に対してその趣

旨、作業の内容等を十分説明し、これらの者の協力が得られるように努めるものとする。 

受託法人が土地の表示等を記載した標札を設置する場合には、その５％以上を抽出して、

地籍調査票と照合し、当該標札の記載に誤りがないかどうかを点検するものとする。 

なお、標札の設置に代えて書面を交付する場合においても同様とする。 
 

⑦ 現地調査（Ｅ８） 

現地調査における準則第３０条第３項（土地所有者等の所在が明らかでない場合）、準

則第３１条（地番が明らかでない場合等）、第３４条（新たに土地の表題登記をすべき土

地を発見した場合）及び第３５条（滅失した土地等がある場合）に基づく処理については、

その全数について調査図、地籍調査票等と照合して、現地調査の適切性を点検するものと

する。 
 

⑧ 取りまとめ（Ｅ９） 

調査前筆数の５％以上を抽出（Ｅ４の点検において抽出した筆は除く。）して、当該筆

の調査図及び地籍調査票を登記所地図及び土地登記簿等と照合（地番対照表を作成してい

る場合はこれを地籍調査票と照合）し、その記載に誤りがないかどうか、あわせて、現地

調査による訂正等が適正に行われているかどうかを点検するものとする。 

抽出した筆のうち地目変更がされている筆について、適正に地目認定がされているかど

うかを現地において点検するものとする。 
 

⑨ 受託法人検査（Ｅ１０） 

調査前筆数の１％以上を抽出（Ｅ９の点検において抽出した筆は除く。）して、当該筆

の調査図及び地籍調査票を登記所地図及び土地登記簿等と照合し、その記載に誤りがない

かどうか、あわせて、現地調査による訂正等が適正に行われているかどうかを検査するも

のとする。 

抽出した筆のうち地目変更がされている筆について、適正に地目認定がされているかど

うかを現地において検査するものとする。 

また、一筆地調査の成果品（調査図、地籍調査票等）の出来映えが、準則等に照らして

適正かどうかを検査するとともに、地籍調査票の署名及び押印の有無について、その全数

を検査するものとする。 

さらに、工程管理の記録の全数について適正に実施されているかどうかを検査するもの

とする。 
 

⑩ 委託者検査（Ｅ１１） 

調査前筆数の０．５％以上を抽出（Ｅ９及びＥ１０の点検において抽出した筆は除く。）

して、当該筆の調査図及び地籍調査票を登記所地図及び土地登記簿等と照合し、その記載

に誤りがないかどうか、あわせて、現地調査による訂正等が適正に行われているかどうか

を検査するものとする。 

抽出した筆のうち地目変更がされている筆について、適正に地目認定がされているかど

うかを現地において検査するものとする。 

また、一筆地調査の成果品（調査図、地籍調査票等）の出来映えが、準則等に照らして

適正かどうかを検査するとともに、地籍調査票の署名及び押印の有無について、その全数

を検査するものとする。 

さらに、工程管理の記録及び受託法人検査の記録の全数について適正に実施されている

かどうかを検査するものとする。 
 

⑪ 認証者検査（Ｅ１２） 
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調査前筆数の１％以上を抽出して、当該筆の調査図及び地籍調査票を登記所地図及び土

地登記簿等と照合し、その記載に誤りがないかどうか、あわせて、現地調査による訂正等

が適正に行われているかどうかを検査するものとする。 

抽出した筆のうち地目変更がされている筆について、適正に地目認定がされているかど

うかを現地において検査するものとする。 

また、一筆地調査の成果品（調査図、地籍調査票等）の出来映えが、準則等に照らして

適正かどうかを検査するとともに、地籍調査票の署名及び押印の有無については、その全

数を検査するものとする。 

さらに、工程管理の記録、受託法人検査の記録及び委託者検査の記録の全数について適

正に実施されているかどうかを検査するものとする。 
 

（５）ＦⅠ工程 

ＦⅠ１からＦⅠ９までの工程のうち、ＦⅠ１からＦⅠ７については、受託法人が工程管理

及び検査を実施し、委託者は受託法人による作業の進捗状況や各工程小分類の点検結果を適

宜確認するものとする。ＦⅠ８については委託者、ＦⅠ９については認証者がそれぞれ検査

を行うものとする。 
 

① 作業の準備（ＦⅠ１） 

Ｃ１等と同じ。 
 

② 選点及び標識の設置（ＦⅠ２） 

細部図根点の選点位置及び密度が運用基準別表等に照らして適切かどうかを点検するも

のとする。 

多角測量法による場合は、Ｃ２等に準じて平均図を点検するものとする。 

ＴＳ法により放射法を実施する場合は、特に準則第６４条に照らして適切かどうかを点

検するものとする。 

新点数の５％以上を抽出して、細部図根点の標識が適切に設置されているか現地点検を

行うものとする。 

なお、平均図の承諾後に変更協議があった場合は、良否を確認した上で承諾するものと

する。 
 

③ 観測及び測定（ＦⅠ３） 

Ｃ４等と同じ。 

ＴＳ法により放射法を実施した場合は、観測手簿・距離測定簿の全数について、準則第

６４条に照らして適正に実施されているかどうかを点検するものとする。 
 

④ 計算（ＦⅠ４） 

Ｃ５等と同じ。 
 

⑤ 点検測量（ＦⅠ５） 

Ｃ６等と同じ。 
 

⑥ 取りまとめ（ＦⅠ６） 

Ｃ７等に準じて、細部図根点配置図及び細部図根点成果簿の点検を行うものとする。 
 

⑦ 受託法人検査（ＦⅠ７） 

Ｃ８等に準じて、第三者機関による検定で発行される検定証明書等の確認、精度管理表

の全数検査及び成果品の出来映え検査を行うとともに、工程管理の記録の全数検査を行う

ものとする。 
 

⑧ 委託者検査（ＦⅠ８） 

Ｃ９等に準じて、第三者機関による検定で発行される検定証明書等の確認、点検測量の
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精度管理表の全数検査及び成果品の出来映え検査を行うとともに、工程管理の記録及び受

託者法人検査の記録の全数検査を行うものとする。 
 

⑨ 認証者検査（ＦⅠ９） 

Ｃ１０等に準じて、第三者機関による検定で発行される検定証明書等の確認、精度管理

表の全数検査及び成果品の出来映え検査を行うとともに、工程管理の記録、受託法人検査

の記録及び委託者検査の記録について全数検査を行うものとする。 
 

（６）ＦⅡ工程 

ＦⅡ１からＦⅡ７までの工程のうち、ＦⅡ１からＦⅡ５については、受託法人が工程管理

及び検査を実施し、委託者は受託法人による作業の進捗状況や各工程小分類の点検結果を適

宜確認するものとする。ＦⅡ６については委託者、ＦⅡ７については認証者がそれぞれ検査

を行うものとする。 
 

① 作業の準備（ＦⅡ１） 

Ｃ１等と同じ。 
 

② 観測及び測定（ＦⅡ２） 

Ｃ４等と同じ。 

ＴＳ法により放射法を実施した場合は、観測手簿・距離測定簿の全数について、準則第

７０条の２に照らして適正に実施されているかどうかを点検するものとする。 

ネットワーク型ＲＴＫ法により単点観測法を実施した場合は、Ｃ４等に準じて、観測簿

を点検するとともに、セット間較差の点検及び座標計算、整合性の確認のための比較計

算を全数点検するものとする。 
 

③ 計算及び筆界点の点検（ＦⅡ３） 

Ｃ５等に準じて、精度管理表の全数を点検するとともに、準則第７２条に規定する筆界

点の点検（作業者によるもの）が適正に実施されているかどうかを点検するものとする。 

調査後筆数の２％以上を抽出し、当該筆において筆界点１点を抽出後、この筆界点に関

係する辺の全てについて座標計算による距離とＴＳ等による実測距離との較差が国土調査

法施行令（昭和２７年政令第５９号。以下「令」という。）別表第４に規定する公差（α

の項は除く）の範囲内にあるかどうかを点検するものとする。ただし、視通条件等により

一部の辺長の測定が困難な場合には、隣接地域から筆界点を選定して辺長点検を行うこと

ができるものとする。 

ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＰＳ法による単点観測法を実施し、水平位置の整合処理がな

された場合は、その処理の方法について、運用基準第４１条に照らして適正に実施されて

いるかどうかを点検するものとする。 

④ 原図の仮作図（ＦⅡ４） 

     調査後筆数の１％以上を抽出し、結線と地番等について調査図等と照合を行い、図

形に誤りがないかを点検するものとする。 
また、同時に細部図根点等が正しく表示されているかを点検するものとする。 

 

④ 原図の作成（ＦⅡ５） 

一筆地測量の成果としての原図の仕上がりが、地籍図の様式を定める省令等に照らして

適正かどうかを全数点検するものとする。 

なお、同時に調査後筆数の１％以上を抽出し、当該筆に係る原図の記載に誤りがないか

どうかを、調査図、地籍調査票等と照合して点検するものとする。 
 

⑤ 受託法人検査（ＦⅡ６） 

Ｃ８等に準じて、第三者機関による検定で発行される検定証明書等の確認及び精度管理

表の全数検査を行うとともに、準則第７２条に規定する筆界点の点検（作業者によるもの）
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が適正に実施されているかどうかを検査するものとする。 

筆界点成果簿より調査後筆数の２％以上について抽出（ＦⅡ３の点検において抽出した

筆は除く。）し、当該筆において筆界点１点を抽出後、この筆界点に関係する辺の全てに

ついて座標計算による距離とＴＳ等による実測距離との較差が令別表第４に規定する公差

（α の項は除く）の範囲内にあるかどうかを検査するものとする。ただし、視通条件等に

より一部の辺長の測定が困難な場合には、隣接地域から筆界点を選定して辺長検査を行う

ことができるものとする。 

さらに、一筆地測量の成果としての原図の仕上がりが、地籍図の様式を定める省令（昭

和６１年総理府令第５４号）等に照らして適正かどうかを全数検査するとともに、工程管

理の記録の全数について適正に実施されているかどうかを検査するものとする。 

辺長検査は、原図の作成の前に実施することができるものとする。 
 

⑥ 委託者検査（ＦⅡ７） 

Ｃ９等に準じて、第三者機関による検定で発行される検定証明書等の確認を行うととも

に、当該測量の精度管理表（点検測量を含む。）の全数について、誤記、誤算、脱落、検

符漏れ等がないか、その記載内容が記載例及び運用基準別表等に照らして適正かどうかを

検査するものとする。 

また、準則第７２条に規定する筆界点の点検（作業者によるもの）が適正に実施されて

いるかどうかを検査するものとする。 

筆界点成果簿より調査後筆数の１％以上について抽出（ＦⅡ３の点検及びＦⅡ６の検査

において抽出した筆は除く。）し、当該筆において筆界点１点を抽出後、この筆界点に関

係する辺の全てについて座標計算による距離とＴＳ等による実測距離との較差が令別表第

４に規定する公差（αの項は除く）の範囲内にあるかどうかを検査するものとする。 

ただし、視通条件等により一部の辺長の測定が困難な場合には、隣接地域から筆界点を

選定して辺長検査を行うことができるものとする。 

さらに、一筆地測量の成果としての原図の仕上がりが、地籍図の様式を定める省令（昭

和６１年総理府令第５４号）等に照らして適正かどうかを全数検査するとともに、工程管

理及び受託法人検査の記録の全数について適正に実施されているかどうかを検査するもの

とする。 

 受託法人検査における辺長検査が原図の作成の前に実施される場合には、委託者検査に

おける辺長検査を原図の作成の前に実施することができるものとする。 
 

⑦ 認証者検査（ＦⅡ８） 

Ｃ１０等に準じて、第三者機関による検定で発行される検定証明書等の確認及び精度管

理表の全数検査を行うとともに、準則第７２条に規定する筆界点の点検（作業者によるも

の）が適正に実施されているかどうかを検査するものとする。 

筆界点成果簿より調査後筆数の１％以上を抽出（ＦⅡ３の点検及びＦⅡ６及び７の検査

において抽出した筆は除く。）し、当該筆において筆界点１点を抽出後、この筆界点に関

係する辺の全てについて座標計算による距離とＴＳ等による実測距離との較差が令別表第

４に規定する公差（αの項は除く）の範囲内にあるかどうかを検査するものとする。 

ただし、視通条件等により一部の辺長の測定が困難な場合には、隣接地域から筆界点を

選定して辺長検査を行うことができるものとする。 

さらに、一筆地測量の成果品（原図、地籍図一覧図等）の出来映えが、準則、地籍図の

様式を定める省令に照らして適正かどうかを全数検査するとともに、工程管理の記録、受

託法人検査の記録及び委託者検査の記録の全数について適正に実施されているかどうかを

検査するものとする。 

委託者検査における辺長検査が原図の作成の前に実施される場合には、認証者検査にお

ける辺長検査を原図の作成の前に実施することができるものとする。 
 

（７）Ｇ工程 

Ｇ１からＧ６までの工程のうち、Ｇ１からＧ４については受託法人が工程管理及び検査を
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実施し、委託者は受託法人による作業の進捗状況や各工程小分類の点検結果を適宜確認する

ものとする。Ｇ５については委託者、Ｇ６については認証者がそれぞれ検査を行うものとす

る。 
 

① 作業の準備（Ｇ１） 

Ｃ１等と同じ。 
 

② 地積測定、計算及び点検（Ｇ２） 

 地積測定の精度管理表の全数について、誤記、誤読、誤算、脱落、検符漏れ等がない

かどうか、その記載内容が運用基準別表等に照らして適切かどうかを点検するものとす

る。 

また、調査後筆数の０．２％以上を抽出し、当該筆に係るすべての筆界点で構成する

多角形の地積測定計算簿の地積と現地距離法又は現地座標法による地積との較差が令別

表第４に規定する公差の範囲内にあるかどうかを点検するものとする。ただし、視通条

件等により当該筆の地積測定が困難な場合には、隣接地域の筆を選定して現地点検を行

うことができるものとする。 

なお、抽出した筆界点数が５以上ある場合は、点検点数を５以上（主要筆界分岐点を

含めるものとする）とすることができるものとする。 
 

③ 取りまとめ（Ｇ３） 

調査後筆数の５％以上を抽出した上、当該筆に係る地積測定成果簿の記載に誤りがな

いかどうかを、地籍調査票、原図等と照合して点検するものとする。 
 

④ 受託法人検査（Ｇ４） 

調査後筆数の０．３％以上を抽出（Ｇ２の点検において抽出した筆は除く。）し、当

該筆に係るすべての筆界点で構成する多角形の地積測定計算簿の地積と現地距離法又は

現地座標法による地積との較差が令別表第４に規定する公差の範囲内にあるかどうかを

検査するものとする。ただし、視通条件等により当該筆の地積測定が困難な場合には、

隣接地域の筆を選定して現地検査を行うことができるものとする。 

なお、抽出した筆界点数が５以上ある場合は、検査点数を５以上（主要筆界分岐点を

含めるものとする）とすることができるものとする。 

また、調査後筆数の１％以上を抽出（Ｇ３の点検において抽出した筆は除く。）した

上、当該筆に係る地積測定成果簿の記載に誤りがないかどうかを、調査図、地籍調査票

等と照合して検査するものとする。 

さらに、Ｃ８等に準じて、精度管理表の全数及び成果品の出来映え検査を行うととも

に、工程管理の記録の全数について適正に実施されているかどうかを検査するものとす

る。 
 

⑤ 委託者検査（Ｇ５） 

調査後筆数の０．５％以上を抽出（Ｇ２の点検及びＧ４の検査において抽出した筆は除

く。）した上、当該筆に係る地積測定成果簿の記載に誤りがないかどうかを、調査図、地

籍調査票等と照合して検査するものとする。 

さらに、Ｃ９等に準じて、精度管理表の全数及び成果品の出来映え検査を行うとともに、

工程管理の記録及び受託法人検査の記録の全数について適正に実施されているかどうかを

検査するものとする。 
 

⑥ 認証者検査（Ｇ６） 

Ｃ１０等に準じて、精度管理表の全数及び成果品の出来映え検査を行うとともに、工程

管理の記録、受託法人検査の記録及び委託者検査の記録の全数について適正に実施されて

いるかどうかを検査するものとする。 
 

（８）Ｈ工程 

Ｈ１からＨ１２までの工程のうち、Ｈ１からＨ４、Ｈ８及びＨ９については受託法人が工
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程管理及び検査を実施し、委託者は受託法人による作業の進捗状況や各工程小分類の点検結

果を適宜確認するものとする。Ｈ５からＨ７、Ｈ１０及びＨ１１については委託者が工程管

理及び検査を行い、Ｈ１２については認証者が検査を行うものとする。 
 

① 地籍調査票の整理（Ｈ１） 

調査前筆数の５％以上を抽出した上、当該筆に係る地籍調査票の記載に誤り及び遺漏が

ないかどうかを、調査図、原図、地積測定成果簿等と照合して点検するものとする。 
 

② 地籍図原図の整理（Ｈ２） 

調査後筆数の１％以上を抽出した上、当該筆に係る原図の記載に誤りがないかどうかを、

調査図、地籍調査票等と照合して点検するものとする。 
 

③ 地籍簿案の作成（Ｈ３） 

調査前筆数の５％以上を抽出した上、当該筆に係る地籍簿案の記載に誤りがないかどう

かを、地籍調査票、原図等と照合して点検するものとする。 
 

④ 受託法人検査（閲覧前）（Ｈ４） 

調査前筆数の１％以上を抽出した上、当該筆に係る原図及び地籍簿案の記載に誤りがな

いかどうかを、調査図、地籍調査票等と照合して検査するものとする。 

また、ＦⅡ６に準じて、成果品の出来映え検査を行うものとする。 
 

⑤ 委託者検査（閲覧前）（Ｈ５） 

調査前筆数の０．５％以上を抽出（Ｈ４の検査において抽出した筆は除く。）した上、

当該筆に係る原図及び地籍簿案の記載に誤りがないかどうかを、調査図、地籍調査票等と

照合して検査するものとする。 

また、ＦⅡ７に準じて、成果品の出来映え検査を行うものとする。 
 

⑥ 閲覧（Ｈ６） 

閲覧の実施に当たっては、調査成果の確認が得られるよう所要の措置をするものとする。 
 

⑦ 誤り等訂正（Ｈ７） 

国土調査法第１７条第２項の規定による申出があった場合には、当該申出に係る全数に

ついてその処理が適正かどうかを点検するものとする。 
 

⑧ 数値情報化（Ｈ８） 

数値情報化を実施する場合における工程管理及び検査は、地籍調査成果の数値情報化実

施要領（平成１４年３月１４日付け国土国第５９４号国土交通省土地・水資源局国土調査

課長通知）によるものとする。 

⑨ 受託法人検査（閲覧後）（Ｈ９） 

 法第１７条第２項の規定による申出があった場合には、当該申出に係る全件についてそ

の処理が適正かどうかを検査するものとする。ただし、当該申出件数が１００件を超える

場合には、１００件以上の抽出検査とすることができるものとする。 

また、工程管理の記録の全数について適正に実施されているかを検査するものとする。 

⑩ 認証申請関係書類の整理（Ｈ１０） 

「地籍調査の成果の認証の請求及び認証の承認申請に係る添付書類の作成要領」（以下

「添付書類作成要領」という。）の規定による不存在地等調書、不立会地調書、住所不明

所有者等調書及び協議実施結果報告書については、当該調書に係る処理の経過を確認する

とともに、処理等が適正かどうかを点検するものとする。 

なお、閲覧終了後速やかに認証の申請を行えるよう、手続の迅速化に努めるものとする。 
 

⑪ 委託者検査（閲覧後）（Ｈ１１） 
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 法第１７条第２項の規定による申出があった場合には、当該申出に係る全件についてそ

の処理が適正かどうかを検査するものとする。ただし、当該申出件数が１００件を超える

場合には、１００件以上の抽出検査とすることができるものとする。 

また、認証申請書類が、国土調査事業事務取扱要領、添付書類作成要領等に照らして適

正かどうかを検査するとともに、工程管理の記録及び受託法人検査の記録の全数について

適正に実施されているかを検査するものとする。 
 

⑫ 認証者検査（Ｈ１２） 

法第１７条第２項の規定による申出があった場合には、当該申出に係る全件についてそ

の処理が適正かどうかを検査するものとする。ただし、当該申し出件数が５０件を超える

場合には、５０件以上の抽出検査とすることができるものとする。 

また、認証に係る調査前筆数の１％以上を抽出した上、当該筆に係る地籍図及び地籍簿

の記載に誤りがないかどうかを、調査図、地籍調査票等と照合して検査するものとする。 

さらに、ＦⅡ８に準じて、成果品の出来映え検査を行うとともに、工程管理の記録、受

託法人検査の記録及び委託者検査の記録の全数について適正に実施されているかどうかを

検査するものとする。 

なお、この検査は、認証に係る内部決裁と一体的に行うことができるものとする。 
 

（９）ＰＡ工程 

ＰＡ１からＰＡ６までの工程のうち、ＰＡ１からＰＡ４については受託法人が工程管理及

び検査を実施し、委託者は受託法人による作業の進捗状況や各工程小分類の点検結果を適宜

確認するものとする。ＰＡ５については委託者、ＰＡ６については認証者がそれぞれ検査を

行うものとする。 
 

① 作業の準備（ＰＡ１） 

Ｃ１等と同じ。 
 

② 選点（ＰＡ２） 

Ｃ２等と同じ。 
 

③ 標識及び対空標識の設置（ＰＡ３） 

新設の標定点及び航測図根点数の１点以上並びに調査前筆数の１％以上を抽出して、当

該新点並びに当該筆に係る各１筆界点の標識及び対空標識が適切に設置されているかどう

かを現地点検するものとする。 

なお、設置する標識及び対空標識の規格の確認を兼ねて設置作業当初において立ち会い

を実施することが望ましい。 

設置状況を記録した写真については、標識の構造、写り具合等について全数点検するも

のとする。 
 

④ 受託法人検査（ＰＡ４） 

Ｃ８等に準じて、成果品の出来映え検査を行うとともに、工程管理の記録の全数につい

て適正に実施されているかどうかを検査するものとする。 
 

⑤ 委託者検査（ＰＡ５） 

Ｃ９等に準じて、成果品の出来映え検査を行うとともに、工程管理の記録及び受託法人

検査の記録の全数について適正に実施されているかどうかを検査するものとする。 
 

⑥ 認証者検査（ＰＡ６） 

Ｃ１０等に準じて、成果品の出来映え検査を行うとともに工程管理の記録、受託法人検

査の記録及び委託者検査の記録の全数について適正に実施されているかどうかを検査する

ものとする。 
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（１０）ＰＢ工程 

ＰＢ１からＰＢ７までの工程のうち、ＰＢ１からＰＢ５については受託法人が工程管理及

び検査を実施し、委託者は受託法人による作業の進捗状況や各工程小分類の点検結果を適宜

確認するものとする。ＰＢ６については委託者、ＰＢ７については認証者がそれぞれ検査を

行うものとする。 
 

① 作業の準備（ＰＢ１） 

Ｃ１等と同じ。 
 

② 撮影実施（ＰＢ２） 

空中写真撮影の実施に先立ち、撮影に最適な時期であるかどうかを点検するとともに、

撮影後においては、撮影時の気象条件等が適切かどうかを点検するものとする。 
 

③ 整理（ＰＢ３） 

空中写真の密着写真等の作成・整理の終了後速やかに、当該密着写真の全数が、準則第

７９条第１項の撮影条件に適合しているかどうかを点検するものとする。 
 

④ 対空標識の確認（ＰＢ４） 

新設の標定点及び航測図根点の５％以上並びに調査前筆数の１％以上を抽出して、当該

新点並びに当該筆に係る各１筆界点の対空標識の確認が適正に行われているかどうかを、

引き伸ばした空中写真、選点図、調査図等を対照して点検するものとする。 
 

⑤ 受託法人検査（ＰＢ５） 

密着写真の５％以上を抽出して、準則第７９条第１項の撮影条件に適合しているかどう

かを検査する。 

また、Ｃ８等に準じて、成果品の出来映え検査を行うとともに、工程管理の記録の全数

について適正に実施されているかどうかを検査するものとする。 
 

⑥ 委託者検査（ＰＢ６） 

密着写真の２．５％以上を抽出して、準則第７９条第１項の撮影条件に適合しているか

どうかを検査すると。 

また、Ｃ９等に準じて、成果品の出来映え検査を行うとともに、工程管理の記録及び受

託法人検査の記録の全数について適正に実施されているかどうかを検査するものとする。 
 

⑦ 認証者検査（ＰＢ７） 

密着写真の１％以上を抽出して、準則第７９条第１項の撮影条件に適合しているかどう

かを検査する。 

また、Ｃ１０等に準じて、成果品の出来映え検査を行うとともに工程管理の記録、受託

法人検査の記録及び委託者検査の記録の全数について適正に実施されているかどうかを検

査するものとする。 
 

（１１）ＰＤ工程 

ＰＤ１からＰＤ９までの工程のうち、ＰＤ１からＰＤ７については受託法人が工程管理及

び検査を実施し、委託者は受託法人による作業の進捗状況や各工程小分類の点検結果を適宜

確認するものとする。ＰＤ８については委託者、ＰＤ９については認証者がそれぞれ検査を

行うものとする。 
 

① 作業の準備（ＰＤ１） 

Ｃ１等と同じ。 
 

② 測定（ＰＤ２） 

相互接続標定計算簿により接続標定の較差（残存縦視差）が運用基準別表の制限内であ



- 15 -  

 

 

るかどうか点検するものとする（ＰＥ２において同じ。）。 
 

③ 調整計算（ＰＤ３） 

空中三角測量の精度管理表の全数について、誤記、誤算、脱落、検符漏れ等がないか、

その記載内容が記載例及び運用基準別表等に照らして適正かどうかを点検するものとする

（ＰＥ３において同じ。）。 
 

④ 航測図根点の点検（ＰＤ４） 

運用基準第５５条に規定する航測図根点の点検（作業者によるもの）が適正に実施され

ているかを精度管理表の全数をＰＤ３に準じて点検するものとする。 

新設の航測図根点数の２％以上を抽出し、当該新点と当該新点からの視通条件が良い他

の航測図根点等との間について、座標計算による距離とＴＳ等による実測距離との較差が

運用基準別表第１２に規定する座標の閉合差の範囲内にあるかどうかを点検するものとす

る。ただし、２点以上の抽出による方向角及び距離の点検とすることができるものとする

（ＰＥ４において同じ。）。 
 

⑤ 補備測量等（ＰＤ５） 

Ｃ、Ｄ、Ｆ工程の実施要領を準用するものとする。 
 

⑥ 取りまとめ（ＰＤ６） 

調査後筆数の２％以上を抽出し、当該筆において筆界点１点を抽出後、この筆界点に関

係する辺の全てについて座標計算による距離とＴＳ等による実測距離との較差が令別表第

４に規定する公差（α の項は除く）の範囲内にあるかどうかを点検する。ただし、視通

条件等により一部の辺長の測定が困難な場合には、隣接地域から筆界点を選定して辺長点

検を行うことができるものとする。 
 

⑦ 受託法人検査（ＰＤ７） 

調査後筆数の２％以上を抽出（ＰＤ６の点検において抽出した筆は除く。）し、当該筆

において筆界点１点を抽出後、この筆界点に関係する辺の全てについて座標計算による距

離とＴＳ等による実測距離との較差が令別表第４に規定する公差（α の項は除く）の範囲

内にあるかどうかを検査するものとする。ただし、視通条件等により一部の辺長の測定が

困難な場合には、隣接地域から筆界点を選定して辺長検査を行うことができるものとする。 

また、Ｃ８等に準じて、成果品の出来映え検査を行うとともに工程管理の記録の全数に

ついて適正に実施されているかどうかを検査するものとする。 
 

⑧ 委託者検査（ＰＤ８） 

調査後筆数の１％以上を抽出（ＰＤ６の点検及びＰＤ７の検査において抽出した筆は除

く。）し、当該筆において筆界点１点を抽出後、この筆界点に関係する辺の全てについて

座標計算による距離とＴＳ等による実測距離との較差が令別表第４に規定する公差（α の

項は除く）の範囲内にあるかどうかを検査するものとする。ただし、視通条件等により一

部の辺長の測定が困難な場合には、隣接地域から筆界点を選定して辺長検査を行うことが

できるものとする。 

また、Ｃ９等に準じて、成果品の出来映え検査を行うとともに工程管理の記録及び受託

法人検査の記録の全数について適正に実施されているかどうかを検査するものとする。 
 

⑨ 認証者検査（ＰＤ９） 

調査後筆数の１％以上を抽出（ＰＤ６の点検、ＰＤ７及びＰＤ８の検査において抽出し

た筆は除く。）し、当該筆において筆界点１点を抽出後、この筆界点に関係する辺の全て

について座標計算による距離とＴＳ等による実測距離との較差が令別表第４に規定する公

差（α の項は除く）の範囲内にあるかどうかを検査するものとする。ただし、視通条件

等により一部の辺長の測定が困難な場合には、隣接地域から筆界点を選定して辺長検査を

行うことができるものとする。 
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また、Ｃ１０等に準じて、成果品の出来映え検査を行うとともに工程管理の記録、受託

法人検査の記録及び委託者検査の記録について適正に実施されているかどうかを検査する

ものとする。 
 

（１２）ＰＥ工程 

ＰＥ１からＰＥ９までの工程のうち、ＰＥ１からＰＥ７については受託法人が工程管理及

び検査を実施し、委託者は受託法人による作業の進捗状況や各工程小分類の点検結果を適宜

確認するものとする。ＰＥ８については委託者、ＰＥ９については認証者がそれぞれ検査を

行うものとする。 
 

① 作業の準備（ＰＥ１） 

Ｃ１等と同じ。 
 

② 測定（ＰＥ２） 

ＰＤ２と同じ。 
 

③ 調整計算（ＰＥ３） 

ＰＤ３と同じ。 
 

④ 航測図根点の点検（ＰＥ４） 

ＰＤ４と同じ。 
 

⑤ 補備測量等（ＰＥ５） 

Ｃ、Ｄ及びＦ工程の実施要領を準用するものとする。 
 

⑥ 取りまとめ（ＰＥ６） 

Ｃ７等に準じて、航測図根点配置図及び航測図根点成果簿の点検を行うものとする。 
 

⑦ 受託法人検査（ＰＥ７） 

Ｃ８等に準じて、新点の１％以上を抽出（ＰＥ４において抽出した筆は除く。）して辺

長検査を行うとともに、成果品の出来映え検査を行うものとする。 

また、工程管理の記録の全数について適正に実施されているかどうかを検査するものと

する。 
 

⑧ 委託者検査（ＰＥ８） 

Ｃ９等に準じて、新点の０．５％以上を抽出（ＰＥ４の点検及びＰＥ７の検査において

抽出した筆は除く。）して辺長検査を行うとともに、成果品の出来映え検査を行うものと

する。 

また、工程管理の記録及び受託法人検査の全数について適正に実施されているかどうか

を検査するものとする。 
 

⑨ 認証者検査（ＰＥ９） 

Ｃ１０等に準じて、精度管理表の全数検査を行うとともに、成果品の出来映え検査を行

うものとする。 

また、工程管理の記録、受託法人検査の記録及び委託者検査の記録について適正に実施

されているかどうかを検査するものとする。 
 

（１３）ＰＦ工程 

ＰＦ１からＰＦ５までの工程のうち、ＰＦ１からＰＦ３については受託法人が工程管理及

び検査を実施し、委託者は受託法人による作業の進捗状況や各工程小分類の点検結果を適宜

確認するものとする。ＰＦ４については委託者、ＰＦ５については認証者がそれぞれ検査を

行うものとする。 
 

① 作業の準備（ＰＦ１） 
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Ｃ１等と同じ。 
 

② 原図の仮作図（ＰＦ２） 

調査後筆数の５％以上を抽出し、結線と地番等について調査図等と照合を行い、図形

に誤りが無いかを、点検するものとする。 
また、同時に細部図根点等が正しく表示されているかを、点検するものとする。 

④  原図の作成（ＰＦ３） 
ＦⅡ５に準じて、原図の仕上りの全数点検を行うものとする。 

 また、同時に調査後筆数の５％以上を抽出して、当該筆に係る原図の記載に誤りがない

かどうかを、調査図及び地籍調査票等と照合して点検するものとする。 
 

⑤  受託法人検査（ＰＦ４） 

ＰＦ３に準じて、調査後筆数の１％以上を抽出（ＰＦ３の点検において抽出した筆は除

く。）して、当該筆に係る原図の記載に誤りがないかどうかを、調査図及び地籍調査票等

と照合して検査を行うとともに、原図の仕上りの全数検査を行うものとする。 

また、工程管理の記録の全数について適正に実施されているかどうかを検査するものと

する。 
 

⑥  委託者検査（ＰＦ５） 

ＰＦ３に準じて、調査後筆数の０．５％以上を抽出（ＰＦ３の点検及びＰＦ４の検査に

おいて抽出した筆は除く。）して、当該筆に係る原図の記載に誤りがないかどうかを、調

査図及び地籍調査票等と照合して検査を行うとともに、原図の仕上りの全数検査を行うも

のとする。 

また、工程管理の記録及び受託法人検査の記録の全数について適正に実施されているか

どうかを検査するものとする。 
 

⑦  委託者検査（ＰＦ６） 

ＰＦ３に準じて、調査後筆数の０．２％以上を抽出（ＰＦ３の点検、ＰＦ４及びＰＦ５

の検査において抽出した筆は除く。）して、当該筆に係る原図の記載に誤りがないかどう

かを、調査図及び地籍調査票等と照合して検査を行うとともに、成果品の出来映え検査を

行うものとする。 

また、工程管理の記録、受託法人検査の記録及び委託者検査の記録について適正に実施

されているかどうかを検査するものとする。 
 

７．地籍調査工程検査成績表の記載について 

工程管理及び検査規程細則を準用するものとする。 


